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破産既済事件数―破産者及び終局区分別―全地方裁判所 第 102 表  

よ

る

も

の

配

当

に

よ

る

も

の

強
制
和
議
に

そ

の

他

一

四

五

条

三

四

七

条

三

五

三

条

 148 266  3 491   577  2 766   1   147  144 775  7 324   9   75  129 758   27  7 568   1   1   12 

う ち 自己 破 産

 142 170  3 129   563  2 432 -   134  139 041  4 715   5   26  129 275   22  4 989 - -   9 

う ち 自己 破 産

 3 845   214   9   194   1   10  3 631  1 929   2   40   207   3  1 448 -   1   1 

う ち 自己 破 産

 2 251   148   5   140 -   3  2 103   680   2   9   276   2  1 131   1 -   2 

う ち 自己 破 産  2 092   117   2   112 -   3  1 975   604 -   9   269   1  1 090 - -   2 

そ の 他

 1 305 -   1   1   1   38   200   3 

  9 

株 式 会 社

 3 489   129   4   116 -   9  3 360  1 811 

  20  4 816 - -  4 583   5   26  129 154  2 158 -   132  138 613 

自 然 人

 141 438  2 825   535 

 7 211 -   1   12   6   73  129 623   24 

そ

の

他

総 数

 147 019  3 071   541  2 386 -   144  143 948  6 998 

そ
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他

総

数
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総

数

破 産 終 結 破 産 廃 止総

数

棄
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下
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げ

和

議

成

立

破産事件の配当による終結事件数―破産財団額別
―全地方裁判所 

第 103 表  

本表は，併合された事件を含まない。 

終
結
事
件
総
数

配

当

に

よ

る

500

万

円

未

満

500

万

円

以

上

1000

万

円

以

上

3000

万

円

以

上

5000

万

円

以

上

１

億

円

以

上

５

億

円

以

上

10

億

円

以

上

 7 324       4 225       1 084       1 064        320        276        275        38        42      

破産事件の配当による終結事件数―通常の破産債権者に
対する配当率別―全地方裁判所 

第 104 表  

本表は，併合された事件を含まない。 

終
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件
総
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に
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５

％

ま

で

10

％

ま

で

25

％

ま

で
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％

ま

で

75

％

ま

で

75
％
を
超
え
る

 7 324          4 013          1 250          1 234           528           163           136         
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和議既済事件数―終局区分別―全地方裁判所 第 105 表  
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そ
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他

  186        47        9        32        6        139        116        14      -      -        9      

開 始 決 定 前 開 始 決 定 後総

数

再生既済事件数―終局区分別―全地方裁判所 第 106 表  

  88      59      18      36      5      29      17      1    -    -    -    -    -      11    -    
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